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平成29年12月橋本市議会定例会会議録（第１号）その２ 

平成29年11月27日（月） 

                                           

（午前９時31分 開議） 

○議長（岡 弘悟君）それでは、ただ今の出

席議員数は20人で全員であります。 

                     

○議長（岡 弘悟君）これより平成29年12月

橋本市議会定例会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

                     

○議長（岡 弘悟君）今定例会に出席の説明

員については、お手元に出席説明員表を配付

いたしております。 

                     

○議長（岡 弘悟君）この際、諸般の報告を

いたします。 

 市長から、平成29年11月16日付、橋総第492

号をもって、本日招集の市議会定例会に提出

する議案21件が送付されております。議案は

お手元に配付いたしております。これを今会

期中にご審議願います。 

 次に、監査委員から、平成29年11月13日付、

橋監委第43号をもって、例月出納検査報告書

の提出がありましたので、その写しを配付い

たしております。 

 次に、市長から、平成29年11月24日付、橋

総第504号をもって、市長専決処分事項の報告

がありましたので、その写しを配付いたして

おります。 

 次に、議会事務局から、平成29年９月４日

から11月26日までの議会関係行事報告書を配

付いたしております。それぞれご覧願います。 

 以上で報告を終わります。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（岡 弘悟君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条

の規定により、議長において６番 小林君、

17番 井上君の２人を指名いたします。 

                     

 日程第２ 会期決定について 

○議長（岡 弘悟君）日程第２ 会期決定に

ついて を議題といたします。 

 お諮りいたします。 

 今期定例会の会期は、本日から12月15日ま

での19日間といたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ご異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から12月15日までの19

日間と決定いたしました。 

 なお、会期中の会議予定につきましては、

お手元に配付の予定表のとおりでありますの

で、ご了承願います。 

                     

 日程第３ 承認第１号 専決処分事項の承

認について（平成29年度橋本市一般会計補正

予算（第４号）） から、日程第23 議案第17

号 公の施設の指定管理者の指定について 

までの21件 

○議長（岡 弘悟君）日程第３ 承認第１号 

専決処分事項の承認について（平成29年度橋

本市一般会計補正予算（第４号）） から、日

程第23 議案第17号 公の施設の指定管理者

の指定について までの21件を一括議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）おはようございます。 
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 本日、12月市議会定例会を招集いたしまし

たところ、議員の皆さま方におかれましては、

公私ご多用のところご参集を賜り、厚く御礼

を申し上げます。 

 早いもので、今年もあと一月余りとなり、

めっきり寒くなって冬の訪れを感じる季節と

なりました。 

 本日より12月15日までの19日間にわたりま

して、ご審議並びにご協議をいただくわけで

ございますが、どうぞよろしくお願い申し上

げます。 

 まず、10月22日から23日にかけて本市に来

襲した台風第21号により、床上浸水や土砂災

害等、市内各地で甚大な被害を受けました。

被災された住民の皆さまには、心よりお見舞

いを申し上げますとともに、災害発生直後よ

り、被災地において復旧にご尽力いただきま

した議員各位におかれましては、多大なご支

援をいただきありがとうございました。 

 今回の台風は、本体の雨雲と停滞する秋雨

前線の影響で記録的な雨量となり、また、台

風までの長雨も相まって、台風本体の接近の

前に紀の川が氾濫危険水位を超えました。水

害や土砂災害が想定される区域には、順次開

設されている避難所への避難勧告を発令して

いたところでありましたが、降雨量や紀の川

の状況等を受け、災害対策本部３号体制を配

備し全職員を招集、紀の川沿いの区域等に避

難指示を発令しました。避難者は、最大時で

260名となり、避難所や自宅において不安な一

夜を過ごされたことと思います。 

 今回の災害における反省点を整理し、今後

の計画に生かすとともに、国や県にも災害対

策について強く要望しており、先日、国土交

通大臣や経済産業大臣に直接お会いし、この

ような被害を未然に防止するために、紀の川

の治水対策についての要望や、企業への災害

支援等について陳情活動を行いました。今後

も、国や県との連携はもとより、地域や住民

の皆さまの協力をいただきながら、安全安心

なまちづくりを進めていきたいと思います。 

 次に、11月３日に、文化活動ですぐれた功

績を上げられた方々を表彰します文化顕彰式

を挙行いたしました。本年度は、文化賞に情

報発信の分野から１名、文化功労賞に文芸活

動の分野から１名がそれぞれ受賞されました。 

 また、市政功労者表彰式も11月９日に挙行

いたしまして、本年度は、社会福祉及び防災

の分野で多大な貢献がありました３名の方々

を表彰させていただきました。受賞されまし

た方々には改めてお祝いを申し上げますとと

もに、今後も市民の模範としてご活躍を期待

いたします。 

 それでは、12月市議会定例会に提案する議

案につきまして、ご説明申し上げます。 

 本議会には、専決処分事項の承認案件４件

のほか、平成29年度橋本市一般会計・特別会

計・企業会計の各補正予算案件が８件、条例

案件が３件、公の施設の指定管理者の指定案

件が６件、合計21件を提案させていただきま

す。 

 まず、承認第１号は、平成29年度橋本市一

般会計補正予算（第４号）でございます。 

 ９月29日の衆議院の解散により、衆議院議

員総選挙の経費として、総額3,994万3,000円

を補正したものでございます。 

 承認第２号は、平成29年度橋本市一般会計

補正予算（第５号）でございます。 

 10月22日から23日にかけての台風21号の大

雨による災害関連経費のうち、緊急的に必要

とする修繕料、簡易測量手数料など総額２億

1,190万6,000円を補正したものでございます。 

 承認第３号は、和解に係る損害賠償の額を

定めることについてでございます。 

 これは、公用車の事故に伴うもので、先日、

相手方と条件面での合意に至り、早急に示談
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を締結する必要が生じたため、専決処分を行

ったものでございます。 

 承認第４号は、土地の処分についてでござ

います。 

 これは、企業誘致用地である紀ノ光台の土

地を株式会社コテックに譲渡するにあたり、

企業側より、新工場のスケジュールの関係で、

当該用地を早急に取得し、工場建設の手続き

を行いたいとの申し出がありました。このこ

とに基づき、株式会社コテックと土地譲渡契

約を締結するため、専決処分を行ったもので

ございます。 

 ただ今申し上げました承認第１号は平成29

年９月28日に、承認第２号及び承認第３号は

平成29年10月23日に、承認第４号は平成29年

10月10日にいずれも急施を要したため、地方

自治法第179条第１項の規定に基づき、それぞ

れ専決処分をしたもので、同条３項の規定に

より議会の承認を求めるものでございます。 

 議案第１号から議案第８号までは、一般会

計、特別会計、企業会計の補正予算でござい

ます。 

 まず、議案第１号は、平成29年度一般会計

補正予算（第６号）でございます。 

 一般会計の補正総額といたしましては、３

億6,281万5,000円でございます。 

 次に、一般会計補正予算の歳出の主なもの

をご説明申し上げますと、各歳出科目におい

て、職員給与につきましては、人事異動によ

る各科目の調整、退職者の増加による退職手

当の増額などを計上したほか、職員給与以外

では、まず、総務費の人権対策に要する経費

では、本庁２階の会議室Ａを人権・男女共同

推進室の事務室とし、あわせて相談室を設置

するための修繕料、128万1,000円を予算計上

いたしました。 

 次に、民生費の障がい者自立支援給付に要

する経費では、障害者総合支援法に基づく介

護給付費、訓練等給付費等について、当初見

込みより利用者の増加が見込まれることから、

１億6,600万円の増額補正をいたしました。次

に、学童保育に要する経費では、あやの台地

区学童保育所利用児童数の増加に伴い第３学

童を建設するための設計委託料、153万円を予

算計上いたしました。また、保育所総務に要

する経費、こども園管理運営に要する経費及

び保育所管理運営に要する経費では、保育士

の処遇改善や入園者数の増加に伴い、対象と

なる保育所、こども園への委託料等を増額す

る予算、5,159万2,000円を計上いたしました。 

 次に、商工費の企業誘致に要する経費では、

企業誘致用地売払収入を企業誘致対策基金に

積み立てる経費として、2,796万7,000円を予

算計上いたしました。また、観光振興に要す

る経費では、広域観光の情報を一元化し、地

域の魅力をより具体的でわかりやすく発信す

るため、地方創生推進交付金を活用して、広

域観光パンフレットを作成する委託料、100

万円を予算計上いたしました。 

 次に、教育費の中学校就学援助に要する経

費では、準要保護生徒に対する中学校入学準

備金を入学前に支給するための増額予算、402

万9,000円を計上いたしました。また、朝ドラ

誘致に要する経費では、昨年度実施したガバ

メントクラウドファンディングの収入を財源

として、前畑秀子朝ドラ誘致活動の総仕上げ

に向けた取り組みの一環として、市民大会を

開催する予算、19万円を計上いたしました。 

 以上が、一般会計の歳出の主なものでござ

います。 

 議案第２号から議案第８号までの特別会計、

企業会計の補正予算でございます。 

 主なものをご説明させていただきますと、

議案第８号の水道事業会計の収益的支出では、

人権費及び修繕費など、641万5,000円の増額

補正を計上いたしました。 
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 また、債務負担行為として、橋本市浄水場

薬品購入について、平成30年度までの期間を

定めるものでございます。 

 議案第９号は、橋本市水道事業審議会条例

についてでございます。 

 これは、水道事業の適切な運営について審

議するため、附属機関として橋本市水道事業

審議会を設置するものでございます。 

 議案第10号は、橋本市農業委員会の委員及

び橋本市農地利用最適化推進委員の定数に関

する条例についてでございます。 

 これは、農業委員会等に関する法律の改正

に伴い、農業委員の選出方法が公選制から市

町村長による選任制に変更され、政令で定め

る基準に従い、委員の定数を条例で定める必

要があること、また、農業委員とは別に、農

地利用最適化推進委員が新設され、その定数

及び報酬に関して条例で定める必要があるこ

とから、本条例を制定するものでございます。 

 議案第11号は、橋本市企業立地の促進等に

よる地域における産業集積の形成及び活性化

に関する法律に基づく固定資産税の特別措置

に関する条例の一部を改正する条例について

でございます。 

 これは、企業立地の促進等による地域にお

ける産業集積の形成及び活性化に関する法律

が改正され、地域経済牽引事業の促進による

地域の成長発展の基盤強化に関する法律が施

行されたことに伴い、所要の改正を行うもの

でございます。 

 議案第12号から議案第17号までについては、

いずれも公の施設の指定管理者の指定につい

てでございます。 

 議案第12号は、橋本市立三石保育園の指定

管理者として社会福祉法人萬年青友の会を指

定することについて、議案第13号は、橋本林

間田園都市駅駐輪場の指定管理者として公益

社団法人橋本シルバー人材センターを指定す

ることについて、議案第14号は、橋本市地場

産業振興センターの指定管理者として高野口

商工会を指定することについて、議案第15号

は、やどり温泉いやしの湯の指定管理者とし

てＳＣＲＵＭきのくに株式会社を指定するこ

とについて、議案第16号は、橋本市民会館の

指定管理者として公益財団法人橋本市文化ス

ポーツ振興公社を指定することについて、議

案第17号は、橋本市産業文化会館及び橋本市

温水プールの指定管理者として公益財団法人

橋本市文化スポーツ振興公社を指定すること

について、議会の議決を求めるものでござい

ます。 

 以上、承認４件、議案17件、計21件につい

てご説明申し上げました。 

 議員各位には、よろしくご審議の上ご賛同

賜りますようにお願い申し上げます。 

○議長（岡 弘悟君）市長の説明が終わりま

した。 

                     

○議長（岡 弘悟君）以上で本日の日程は終

わりました。 

 お諮りいたします。 

 明11月28日から12月３日までの６日間は議

案調査等のため休会とし、12月４日午前９時

30分から会議を開くことにいたしたいと思い

ます。 

 これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岡 弘悟君）ご異議なしと認めます。 

 よって、そのように決しました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 お疲れさまでした。 

（午前９時48分 散会） 

                                          

 


